
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び
住民基本台帳法の一部を改正する法律案

デジタル社会の実現に向けた重点計画（抜粋）

2023 年６月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」によって、
社会保障制度、税制、災害対策分野以外の行政手続においてもマイナンバーの利用の推進を図ることとなっている。2024 年夏までに各制度
所管省庁に対してそれぞれの事務においてマイナンバー制度の利用可能性の悉皆的な調査を行い、その結果を踏まえ、2025 年通常国会への
法案提出を目指すなど、マイナンバー制度の推進を図る。

デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和6年6月21日閣議決定）に基づき、各制度所管省庁に対してマイナンバー制度

の利用可能性の悉皆的な調査を行い、この結果等を踏まえて、マイナンバー利用可能事務を拡大するための改正を行う。

マイナンバーの利用や情報連携を行うことにより、行政事務の効率化や国民の利便性の向上（例：申請時の添付書類の省

略等）を図る。

１．国家資格等に関する事務について【マイナンバー法別表】

マイナンバーの利用が可能な国家資格等の事務を拡大する（司法書士、公認会計士、獣医師、電気工事士等 44資格に関
する事務）。

（参考）令和３年改正で医師など34資格、令和５年改正で理容師・美容師など48資格の合計82資格に関する事務において、現在、
マイナンバーの利用が可能。

２．国家資格等に関する事務以外の事務について【マイナンバー法別表】

その他マイナンバーの利用が可能な事務を拡大する（12事務）。
（参考）税、社会保障の手続など115事務において、現在、マイナンバーの利用が可能。

※ 上記の事務に関して、本人のマイナンバー等を確認できるよう、住民基本台帳法を改正し、地方公共団体情報システム機構（住民基本台帳ネットワークシステ
ム）から本人確認情報（氏名、生年月日、性別、住所、マイナンバー等）の提供を受けること等を可能とする。【住民基本台帳法別表第１から別表第５まで】

施行期日：公布の日から起算して１年３月を超えない範囲内において政令で定める日（一部を除く。）



マイナンバー法の改正案で追加する事務

【金融庁】
• 公認会計士
• 外国公認会計士
• 会計士補

【総務省（消防庁）】
• 危険物取扱者
• 消防設備士
• 無線従事者
• 船舶局無線従事者証明
• 電気通信主任技術者
• 工事担任者

【法務省】
• 司法書士
• 土地家屋調査士

【財務省】
• 通関士

【文部科学省】
• 教員（特区市町村）
• 技術士
• 技術士補

【厚生労働省】
• 麻酔科標榜医

【農林水産省】
• 獣医師

【経済産業省（特許庁、中小企業庁）】
• 火薬類製造保安責任者
• 火薬類取扱保安責任者
• 高圧ガス製造保安責任者
• 高圧ガス販売主任者
• ガス主任技術者
• 電気工事士
• 特種電気工事資格者
• 認定電気工事従事者
• 中小企業診断士
• 主任技術者（電気事業法）
• 液化石油ガス設備士
• 計量士
• 弁理士

【国土交通省】
• 海事補佐人
• 安全統括管理者（海上運送法）
• 運航管理者（海上運送法）
• 宅地建物取引士
• 耐空検査員
• 航空従事者
• 操縦技能審査員
• 運航管理者（航空法）
• 無人航空機操縦士
• 管理業務主任者

【環境省（原子力規制委員会）】
• 核燃料取扱主任者
• 原子炉主任技術者
• 放射線取扱主任者

【農林水産省・環境省】
• 愛玩動物看護師

国家資格等関係 国家資格等関係以外

• 公認会計士法による特定社員の登録
• 旅券の発給
• 在留カードの交付等
• 宅地建物取引業の免許
• 酒類等の製造免許、販売業免許
• 預金保険法による保険金の支払、預金等債権の買取り
• 農水産業協同組合貯金保険法による保険金の支払、貯
金等債権の買取り

• 金融機関等更生特例法による更生手続・再生手続・破
産手続

• 農水産業協同組合再生特例法による再生手続・破産手
続

• マンション管理業者の登録
• 国民保護法による救援の実施等
• 賃貸住宅管理業者の登録


